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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鼻孔内に挿入して鼻からの呼気の漏洩を抑制する鼻孔栓であって、
　呼吸における呼気の通過のみを抑制する弁ユニットと、
　この弁ユニットが装着されて前記鼻孔内に配置される前記弁ユニットの支持体と
を備えた鼻孔栓。
【請求項２】
　前記支持体は鼻孔に内接する筒状体とし、前記弁ユニットは、前記支持体内に着脱自在
に装着したことを特徴とする請求項１記載の鼻孔栓。
【請求項３】
　前記弁ユニットは、前記呼気によって前記鼻孔内の圧力が所定の圧力以上となった場合
に、この圧力によって前記支持体から離脱可能としたことを特徴とする請求項２記載の鼻
孔栓。
【請求項４】
　左側鼻孔に挿入する第１の支持体と、右側鼻孔に挿入する第２の支持体と、前記第１の
支持体と前記第２の支持体とを連結する連結バーとを備え、
　この連結バーは、前記第１の支持体を前記左側鼻孔に挿入するとともに前記第２の支持
体を前記右側鼻孔に挿入した際に、人中に接する位置に設けたことを特徴とする請求項３
記載の鼻孔栓。
【請求項５】
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　左側鼻孔に挿入する第１の支持体と、右側鼻孔に挿入する第２の支持体と、前記第１の
支持体と前記第２の支持体とを連結する連結バーとを備え、
　いずれか一方の支持体に装着した前記弁ユニットを他方の前記弁ユニットよりも前記支
持体から離脱させやすくしたことを特徴とする請求項３記載の鼻孔栓。
【請求項６】
　前記弁ユニットは、通気用開口を設けた弁座と、前記通気用開口を閉塞する弁体とを備
え、この弁体は、前記通気用開口を部分的に閉塞することを特徴とする請求項１～５のい
ずれか１項に記載の鼻孔栓。
【請求項７】
　前記弁ユニットは、複数の通気用開口を設けた弁座と、前記通気用開口を閉塞する弁体
とを備え、この弁体は、一部の前記通気用開口のみを閉塞することを特徴とする請求項１
～５のいずれか１項に記載の鼻孔栓。
【請求項８】
　前記弁ユニットには、所定流量の空気を流通させる通気路を設けたことを特徴とする請
求項１～５のいずれか１項に記載の鼻孔栓。
【請求項９】
　前記支持体には所定流量の空気を流通させる通気路を設けたことを特徴とする請求項１
～５のいずれか１項に記載の鼻孔栓。
【請求項１０】
　前記弁ユニットは、両端が開口した筒状のフレームと、このフレームの一方の開口端側
に設けて前記開口端を閉塞する平板状の弁座と、前記フレームの内側に面した前記弁座の
側面に設けて前記弁座に設けられた通気用開口を閉塞する弁体とを備えるとともに、
　前記弁座における前記弁体の配設面側には、前記フレームの内周面に設けた突部と係合
するフックを備えたガイドアームを前記フレームの長手方向に沿って設け、前記フレーム
で前記ガイドアームを規制して前記弁座を前記フレームの長手方向に進退可能とし、
　前記呼気によって前記鼻孔内の圧力が所定の圧力以上となった場合に、この圧力によっ
て前記弁座を前記フレームから進出させて隙間を形成し、前記圧力を開放可能としたこと
を特徴とする請求項１記載の鼻孔栓。
【請求項１１】
　前記支持体は、鼻中隔に設けた貫通孔に挿通させて一方の端部を左側鼻孔内に配置する
とともに他方の端部を右側鼻孔内に配置する棒状体とし、
　前記弁ユニットは、前記支持体の端部に装着される弾性体で構成した弁座と、この弁座
に設けた通気用開口を閉塞する弁体を備え、
　前記呼気によって前記鼻孔内の圧力が所定の圧力以上となった場合に、この圧力によっ
て前記弁座を弾性変形させて前記弁座と前記鼻孔との間に隙間を形成し、前記圧力を開放
可能としたことを特徴とする請求項１記載の鼻孔栓。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鼻孔内に挿入して鼻からの呼気の漏洩を抑制することにより機能性構音障害
を低減させる鼻孔栓に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通常、人が声を発する場合には、呼気に声帯で生成した振動に対応させた空気振動を生
じさせ、口から呼気とともに発している。このとき、図２９の人の鼻咽喉付近の構造を示
す説明図に示すように、軟口蓋100は呼気が鼻腔200側に抜けることを防止して、呼気を主
に口300から放出することにより、明瞭な音声を発せられるようになっている。
【０００３】
　しかしながら、脳梗塞、脳出血、筋無力症、先天異常、発育異常あるいは外傷等によっ
て鼻咽腔400の閉塞が不完全となった場合には、発声時に鼻腔200側に呼気の一部が抜ける
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ことによって明瞭な発声が困難となっていた。これが、機能性構音障害と呼ばれているも
のである。
【０００４】
　このような場合には、鼻咽腔400の閉鎖を促すことによって機能性構音障害を低減でき
ることが知られており、手術によって鼻咽腔400を狭窄する方法や、弛緩によって垂れ下
がり状態となった軟口蓋100を持ち上げる軟口蓋拳上装置を口腔内に装着する方法、ある
いは軟口蓋100の後方に栓塞子を附与するスピーチエイドなどが用いられることが多かっ
た。図２９中、500は耳管、600は鼻孔である。
【０００５】
　なお、図２９に示すように、気道700にカニューレ800が装着された場合には、カニュー
レ800部分から呼気が漏れ出すことにより口からの十分な量の呼気の放出が困難となって
構音障害を生じさることがあり、このような場合には、カニューレ800にスピーキングバ
ルブと呼ばれる逆止弁900を装着し、呼吸器からの吸気は通過させる一方で呼気の通過を
防止して、呼気は口を通過させて放出することにより、構音障害を発生させにくくしてい
る。この場合に用いられる逆止弁900として、フィルタ付弁や、気管瘻孔弁などが提案さ
れている（例えば、特許文献１及び特許文献２参照。）。
【０００６】
　また、構音障害を低減させる方法として、特に、外傷性脳損傷の結果の筋弛緩による構
音障害が生じていると思われる患者に対して、鼻孔600内に密に装着して鼻呼吸を完全に
止める鼻孔塞子を用い、鼻孔からの呼気の漏れを止めることにより鼻腔200側への呼気の
抜けを防止して発音治療を行った例が報告されている（例えば、非特許文献１参照。）
【０００７】
　なお、鼻孔600に装着して使用する器具として、鼻孔600からの花粉の侵入を防止するこ
とを目的とした鼻栓が知られている（例えば、特許文献３参照。）。この鼻栓は、プラス
チック繊維による多孔質膜と不織布によるフィルタを内蔵した鼻栓であって、呼吸を阻害
しない程度の通気性を有しながら花粉などの微粒子の除去を可能としているものであり、
呼気の抜けを防止可能とはなっておらず、構音障害の低減は不可能であった。
【特許文献１】米国特許５２５９３７８
【特許文献２】米国特許４５３８６０７
【特許文献３】特開平０９－２３９０４７
【非特許文献１】1994年発行のJournal of Medical Speech-Language Pathology, Vol.2,
 No.2, 第１４９頁～第１５５頁記載の、Stewart DS and Rieger WJの論文「A Device fo
r the Management of Velopharyngeal Incompetence」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　機能性構音障害は、鼻咽腔を狭窄する手術や軟口蓋拳上装置の装着によって低減可能で
あるが、機能性構音障害の障害者の身体的負担が大きく、身体的負担のより少ない方法が
求められていた。
【０００９】
　鼻孔に鼻孔塞子を装着する方法は身体的負担が少ない方法ではあるが、鼻孔塞子を鼻孔
に装着した場合には、鼻での呼吸が完全に阻害されるとともに、鼻孔塞子による鼻孔の閉
塞によって唾を飲み込む際などに生じる鼻腔内の頻繁な圧力変化により耳管を介して通じ
ている耳の違和感や痛みが生じやすくなり、大きな不快感を与えやすいという不具合があ
った。
【００１０】
　一方、通気性を有したままの鼻栓では、機能性構音障害の低減には全く効果がなかった
。
【００１１】
　本発明者は、このような現状に鑑み、鼻孔を閉塞して鼻孔からの呼気の漏洩を防止する
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ことにより機能性構音障害の低減を図るとともに、使用に際して不快感を覚えにくい機能
性構音障害の改善器具を提供すべく研究開発を行うことにより、本発明を成すに至ったも
のである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、鼻孔内に挿入して鼻からの呼気の漏洩を抑制する鼻孔栓であって、呼吸にお
ける呼気の通過のみを抑制する弁ユニットと、この弁ユニットが装着されて鼻孔内に配置
される弁ユニットの支持体とを備えた鼻孔栓とした。
【００１３】
　また、本発明では、支持体は鼻孔に内接する筒状体とし、弁ユニットは、支持体内に着
脱自在に装着したことにも特徴を有するものである。
【００１４】
　また、本発明では、弁ユニットは、呼気によって鼻孔内の圧力が所定の圧力以上となっ
た場合に、この圧力によって支持体から離脱可能としたことにも特徴を有するものである
。
【００１５】
　また、本発明では、左側鼻孔に挿入する第１の支持体と、右側鼻孔に挿入する第２の支
持体と、第１の支持体と第２の支持体とを連結する連結バーとを備え、この連結バーは、
第１の支持体を左側鼻孔に挿入するとともに第２の支持体を右側鼻孔に挿入した際に、人
中に接する位置に設けたことにも特徴を有するものである。
【００１６】
　また、本発明では、左側鼻孔に挿入する第１の支持体と、右側鼻孔に挿入する第２の支
持体と、第１の支持体と第２の支持体とを連結する連結バーとを備え、いずれか一方の支
持体に装着した弁ユニットを他方の弁ユニットよりも支持体から離脱させやすくしたこと
にも特徴を有するものである。
【００１７】
　また、本発明では、弁ユニットは、通気用開口を設けた弁座と、通気用開口を閉塞する
弁体とを備え、この弁体は、通気用開口を部分的に閉塞することにも特徴を有するもので
ある。
【００１８】
　また、本発明では、弁ユニットは、複数の通気用開口を設けた弁座と、通気用開口を閉
塞する弁体とを備え、この弁体は、一部の通気用開口のみを閉塞することにも特徴を有す
るものである。
【００１９】
　また、本発明では、弁ユニットに所定流量の空気を流通させる通気路を設けたことにも
特徴を有するものである。
【００２０】
　また、本発明では、支持体に所定流量の空気を流通させる通気路を設けたことにも特徴
を有するものである。
【００２１】
　また、本発明では、弁ユニットは、両端が開口した筒状のフレームと、このフレームの
一方の開口端側に設けて開口端を閉塞する平板状の弁座と、フレームの内側に面した弁座
の側面に設けて弁座に設けられた通気用開口を閉塞する弁体とを備えるとともに、弁座に
おける弁体の配設面側には、フレームの内周面に設けた突部と係合するフックを備えたガ
イドアームをフレームの長手方向に沿って設け、フレームでガイドアームを規制して弁座
をフレームの長手方向に進退可能とし、呼気によって鼻孔内の圧力が所定の圧力以上とな
った場合に、この圧力によって弁座をフレームから進出させて隙間を形成し、圧力を開放
可能としたことにも特徴を有するものである。
【００２２】
　また、本発明では、鼻中隔に設けた貫通孔に挿通させて一方の端部を左側鼻孔内に配置
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するとともに他方の端部を右側鼻孔内に配置する棒状体とし、弁ユニットは、支持体の端
部に装着される弾性体で構成した弁座と、この弁座に設けた通気用開口を閉塞する弁体を
備え、呼気によって鼻孔内の圧力が所定の圧力以上となった場合に、この圧力によって弁
座を弾性変形させて弁座と鼻孔との間に隙間を形成し、圧力を開放可能としたことにも特
徴を有するものである。
【発明の効果】
【００２３】
　請求項１記載の鼻孔栓では、鼻孔内に挿入して鼻からの呼気の漏洩を抑制する鼻孔栓で
あって、呼吸における呼気の通過のみを抑制する弁ユニットと、この弁ユニットが装着さ
れて鼻孔内に配置される弁ユニットの支持体とを備えた鼻孔栓としたことによって、装着
時の身体的負担を極めて小さくしながら機能性構音障害を改善することができる。
【００２４】
　しかも、請求項１記載の鼻孔栓では、鼻から吸気できることによって口での吸気の必要
がなく、自然な状態に近い呼吸を行うことができる。したがって、本発明の鼻孔栓を装着
した患者が、不快感を覚えることなく使用することができる。
【００２５】
　また、請求項２記載の鼻孔栓では、請求項１記載の鼻孔栓において、支持体は鼻孔に内
接する筒状とし、弁ユニットは支持体内に着脱自在に装着したことによって、支持体は、
個人ごとに異なる鼻孔形状に適合させて比較的安価に形成することができ、支持体の装着
感及び安定性を向上させる一方で、弁ユニットは共通化することにより、製造コストを低
減させることができる。しかも、支持体の劣化あるいは弁ユニットの劣化にともなって、
支持体のみあるいは弁ユニットのみの交換が可能であり、維持コストの低減を図ることが
できる。
【００２６】
　また、請求項３記載の鼻孔栓では、請求項２記載の鼻孔栓において、呼気によって鼻孔
内の圧力が所定の圧力以上となった場合に、この圧力によって弁ユニットを支持体から離
脱可能としたことによって、くしゃみなどによって鼻孔内の圧力が急激に高まった際に、
弁ユニットだけが支持体から外れることにより鼻孔内の圧力を緩和でき、支持体が鼻孔か
ら抜け落ちることを防止できる。したがって、弁ユニットの再装着を容易に行うことがで
きる。
【００２７】
　また、請求項４記載の鼻孔栓では、請求項３記載の鼻孔栓において、左側鼻孔に挿入す
る第１の支持体と、右側鼻孔に挿入する第２の支持体と、第１の支持体と第２の支持体と
を連結する連結バーとを備え、この連結バーは、第１の支持体を左側鼻孔に挿入するとと
もに第２の支持体を右側鼻孔に挿入した際に、人中に接する位置に設けたことによって、
鼻孔栓の装着時に連結バーを目立たなくすることができる。しかも、鼻孔栓を取り外す場
合に、連結バーを取っ手として利用することにより容易に取り外すことができる。
【００２８】
　また、請求項５記載の鼻孔栓では、請求項３記載の鼻孔栓において、左側鼻孔に挿入す
る第１の支持体と、右側鼻孔に挿入する第２の支持体と、第１の支持体と第２の支持体と
を連結する連結バーとを備え、いずれか一方の支持体に装着した弁ユニットを他方の弁ユ
ニットよりも支持体から離脱させやすくしたことによって、くしゃみなどによって鼻孔内
の圧力が急激に高まった際に、離脱しやすい方の弁ユニットのみが支持体から外れて鼻孔
内の圧力を緩和できるとともに、その後は、離脱した１つの弁ユニットだけの再装着を行
えばよいので、弁ユニットの再装着を容易に行うことができる。
【００２９】
　また、請求項６記載の鼻孔栓では、請求項１～５のいずれか1項に記載の鼻孔栓におい
て、弁ユニットは、通気用開口を設けた弁座と、通気用開口を閉塞する弁体とを備え、こ
の弁体は、通気用開口を部分的に閉塞することによって、弁ユニットから呼気の一部を漏
洩させることができ、鼻子音である「ｍ」や「ｎ」の音質を改善できる。
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【００３０】
　また、請求項７記載の鼻孔栓では、請求項１～５のいずれか1項に記載の鼻孔栓におい
て、弁ユニットは、複数の通気用開口を設けた弁座と、通気用開口を閉塞する弁体とを備
え、この弁体は、一部の通気用開口のみを閉塞することによって、弁ユニットから呼気の
一部を漏洩させることができ、鼻子音である「ｍ」や「ｎ」の音質を改善できる。
【００３１】
　また、請求項８記載の鼻孔栓では、請求項１～５のいずれか1項に記載の鼻孔栓におい
て、弁ユニットには所定流量の空気を流通させる通気路を設けたことによって、弁ユニッ
トから呼気の一部を漏洩させることができ、鼻子音である「ｍ」や「ｎ」の音質を改善で
きる。
【００３２】
　また、請求項９記載の鼻孔栓では、請求項１～５のいずれか1項に記載の鼻孔栓におい
て、支持体には所定流量の空気を流通させる通気路を設けたことによって、弁ユニットか
ら呼気の一部を漏洩させることができ、鼻子音である「ｍ」や「ｎ」の音質を改善できる
。
【００３３】
　また、請求項１０記載の鼻孔栓では、請求項１記載の鼻孔栓において、弁ユニットは、
両端が開口した筒状のフレームと、このフレームの一方の開口端側に設けて開口端を閉塞
する平板状の弁座と、フレームの内側に面した弁座の側面に設けて弁座に設けられた通気
用開口を閉塞する弁体とを備えるとともに、弁座における弁体の配設面側には、フレーム
の内周面に設けた突部と係合するフックを備えたガイドアームをフレームの長手方向に沿
って設け、フレームでガイドアームを規制して弁座をフレームの長手方向に進退可能とし
、呼気によって鼻孔内の圧力が所定の圧力以上となった場合に、この圧力によって弁座を
フレームから進出させて隙間を形成し、圧力を開放可能としたによって、くしゃみなどに
よって鼻孔内の圧力が急激に高まった際に、弁ユニットの脱落を生じさせることなく圧力
を開放できる。
【００３４】
　また、請求項１１記載の鼻孔栓では、請求項１記載の鼻孔栓において、鼻中隔に設けた
貫通孔に挿通させて一方の端部を左側鼻孔内に配置するとともに他方の端部を右側鼻孔内
に配置する棒状体とし、弁ユニットは、支持体の端部に装着される弾性体で構成した弁座
と、この弁座に設けた通気用開口を閉塞する弁体を備え、呼気によって鼻孔内の圧力が所
定の圧力以上となった場合に、この圧力によって弁座を弾性変形させて弁座と鼻孔との間
に隙間を形成し、圧力を開放可能としたことによって、弁ユニット及び支持体を小型化で
き、鼻孔栓の装着にともなう不快感を大きく低減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は１実施形態の鼻孔栓の斜め前方から見た斜視図である。
【図２】図２は第１実施形態の鼻孔栓の斜め後方から見た斜視図である。
【図３】図３は第１実施形態の鼻孔栓の正面図である。
【図４】図４は第１実施形態の鼻孔栓の背面図である。
【図５】図５は第１実施形態の鼻孔栓の断面図である。
【図６】図６は第１実施形態の鼻孔栓の装着状態の説明図である。
【図７】図７は変容例の鼻孔栓の背面図である。
【図８】図８は第１実施形態の鼻孔栓による単音節明瞭度試験の試験結果を示すグラフで
ある。
【図９】図９は変容例の鼻孔栓の装着状態の説明図である。
【図１０】図１０は２実施形態の鼻孔栓の斜め前方から見た斜視図である。
【図１１】図１１は２実施形態の鼻孔栓の断面図である。
【図１２】図１２は変容例の鼻孔栓の斜め前方から見た斜視図である。
【図１３】図１３は２実施形態の鼻孔栓の断面図である。
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【図１４】図１４は弁ユニットの変容例の斜視図である。
【図１５】図１５は弁ユニットの変容例の断面図である。
【図１６】図１６は弁ユニットの変容例の断面図である。
【図１７】図１７は変容例の鼻孔栓の断面図である。
【図１８】図１８は変容例の鼻孔栓の装着状態の説明図である。
【図１９】図１９は変容例の鼻孔栓の断面図である。
【図２０】図２０は変容例の鼻孔栓の断面図である。
【図２１】図２１は変容例の鼻孔栓の断面図である。
【図２２】図２２は変容例の鼻孔栓の斜視図である。
【図２３】図２３は３実施形態の鼻孔栓の斜め前方から見た斜視図である。
【図２４】図２４は３実施形態の鼻孔栓における支持体の装着状態の説明図である。
【図２５】図２５は変容例の鼻孔栓の断面図である。
【図２６】図２６は変容例の鼻孔栓の動作説明図である。
【図２７】図２７は変容例の鼻孔栓の動作説明図である。
【図２８】図２８は変容例の鼻孔栓の斜め前方から見た斜視図である。
【図２９】図２９は人の鼻咽喉付近の構造を示す説明図である。
【符号の説明】
【００３６】
　A1　鼻孔栓
　11　左側ハウジング
　12　右側ハウジング
　13　連結バー
　14　弁ユニット
　14a 弁体
　14b 弁座
　14c 通気用開口
　14d 補助バー
　15　飛散防止壁
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　図１は第１実施形態の鼻孔栓A1の斜め前方から見た斜視図、図２は第１実施形態の鼻孔
栓A1の斜め後方から見た斜視図、図３は第１実施形態の鼻孔栓A1の正面図、図４は第１実
施形態の鼻孔栓A1の背面図、図５は第１実施形態の鼻孔栓A1の断面図である。
【００３８】
　第１実施形態の鼻孔栓A1は、左側鼻孔に挿入される筒状の左側ハウジング11と、右側鼻
孔に挿入される筒状の右側ハウジング12と、左側ハウジング11の前端と右側ハウジング12
の前端とを連結する連結バー13と、左側ハウジング11を支持体として左側ハウジング11内
に設けた弁ユニット14、及び右側ハウジング12を支持体として右側ハウジング12内に設け
た弁ユニット14を備えている。
【００３９】
　左側ハウジング11及び右側ハウジング12は、それぞれ構音障害を持つ使用者の鼻孔と内
接する筒状としており、この鼻孔栓A1を使用する使用者の左右の鼻孔からそれぞれ型取り
を行って、軟質のプラスチックで使用者の鼻孔形状に合わせて形成している。なお、左側
ハウジング11及び右側ハウジング12は、複数の人の鼻孔から型取りをした代表的な複数種
類の形状とし、使用者に適合する左側ハウジング11及び右側ハウジング12を用いてもよい
。
【００４０】
　特に、左側ハウジング11及び右側ハウジング12は、鼻孔の奥に向けて漸次縮径したテー
パ形状として、使用者の鼻孔内に密に嵌め合わせ可能としている。
【００４１】
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　連結バー13は硬質のプラスチックで構成し、左側ハウジング11と右側ハウジング12との
間の間隔を、使用者の鼻中隔の厚みよりも小さい間隔としながらそれぞれの前端とを連結
することにより、左側ハウジング11と右側ハウジング12とで鼻中隔を挟んで、通常の呼吸
時の呼気で鼻孔栓A1が外れることを防止している。
【００４２】
　特に、連結バー13は、図６に示す鼻孔栓A1の装着状態のように、装着時に使用者の人中
Ｐに接する位置に設けることにより、鼻孔栓A1を装着した際に連結バー13を鼻で隠すこと
ができ、鼻孔栓A1を目立たなくすることができる。
【００４３】
　さらに、連結バー13を人中Ｐに接する位置に設けた場合には、連結バー13を取っ手とし
て鼻孔栓A1の取り外しを容易とすることができる。すなわち、一般的な日本人の鼻孔は、
鼻先の裏側部分に窪み状の空間が形成されていることが多く、この窪み部分に左側ハウジ
ング11及び右側ハウジング12の鼻先側の端部を嵌め合わせることにより左側ハウジング11
及び右側ハウジング12を鼻孔内に安定的に保持できるとともに、鼻孔栓A1を取り外す際に
は、連結バー13を摘んで鼻孔栓A1を引き出す動作によって、鼻孔の窪み部分に嵌り合った
左側ハウジング11及び右側ハウジング12の鼻先側端部を支点として左側ハウジング11及び
右側ハウジング12を回転させることとなり、鼻孔栓A1が鼻先に引っ掛かった感覚を覚える
ことなく容易に鼻孔栓A1を取り出すことができる。
【００４４】
　左側ハウジング11及び右側ハウジング12の内部に設けた弁ユニット14は、図５に示すよ
うに、弾性的に反り返り変形可能な極めて薄いゴム製膜あるいはプラスチック製膜の弁体
14aと、この弁体14aによって閉塞される通気用開口14cを設けた弁座14bとで構成しており
、本実施形態の鼻孔栓A1では、それぞれ左側ハウジング11及び右側ハウジング12の鼻先側
の開口部分に弁座14bを装着し、左側ハウジング11及び右側ハウジング12の内側に面した
弁座14bの側面に弁体14aを装着している。
【００４５】
　特に、本実施形態では、弁体14aは左側ハウジング11及び右側ハウジング12のそれぞれ
鼻中隔寄りの位置に固定的に装着しているが、弁座14bの通気用開口14cを閉塞可能となっ
ていれば、どの位置に弁体14aを装着してもよい。
【００４６】
　図１及び図３に示すように、本実施形態では、弁座14bは左側ハウジング11及び右側ハ
ウジング12の先端側の開口形状に合わせた角丸三角形状の通気用開口14cを備えたリング
形状とし、通気用開口14cを横断するように互いに平行な２本の補助バー14dを架設して、
弁体14aが通気用開口14cから外部に逸脱することを防止している。
【００４７】
　弁体14aは、左側ハウジング11及び右側ハウジング12の内側となる弁座14bの側面に装着
したことによって、呼吸における吸気の際には、図５に示すように弁体14aが反り返り変
形することにより通気用開口14cが大きく開口されて吸気可能となっている。
【００４８】
　一方、呼気の際には、弁体14aが通気用開口14cを閉塞することにより、鼻孔からの呼気
の漏洩を抑制できるので、構音障害の改善を図ることができる。すなわち、弁ユニット14
はいわゆる一方向弁となっている。
【００４９】
　なお、図４及び図５中、15は左側ハウジング11及び右側ハウジング12の後端側の開口部
分に装着して破損した弁体14aの飛散を防止する飛散防止壁であって、弁体14aが万が一に
も破損した場合にこの飛散防止壁15で弁体14aを受け止めている。飛散防止壁15は、呼吸
の障害とならない程度の通気性を有していればどのような形状としてもよく、図４に示す
ように弁座14bと相似形状とする場合だけでなく、図７に示すように、角丸三角形のリン
グ状に形成したフレーム15aに、円形の通気用開口を設けた板体15bを架設して構成しても
よい。
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【００５０】
　このように構成した鼻孔栓A1による単音節明瞭度試験の結果を図８に示す。ここで、明
瞭度とは音（主として話声）の聞き取りやすさの程度をいい、発音が適切になされている
かを判断する目安の一つとされているものである。
【００５１】
　単音節明瞭度試験では、「ア」、「ガ」、「ギュ」などの100個の単音節を被験者に発
音させ、検者がどれだけ正しく聞き取れるかを聞き判定している。結果は、
PA(％)=(正しく聞き取られた音節の総数/音表の音節の総数)×100
のように、正しく聞き取られた音節の総数を音表の音節の総数で割った割合として判定し
ており、一般的には85％以上ならば良好で、70％以下ならば不良と考えられている。
【００５２】
　図８に示すように、本実施形態の鼻孔栓A1の未装着状態では明瞭度は約65％程度である
が、鼻孔栓A1を装着した場合には約83％となり、検者は聞き取りづらいという印象を受け
なかった。また、鼻孔栓A1の代わりに軟口蓋拳上装置を使用した場合には、約68％程度で
あって、著しい改善がなされてはいなかった。
【００５３】
　前述した本実施形態の鼻孔栓A1は、左側ハウジング11と右側ハウジング12とを連結バー
13で連結しているが、連結バー13を設けずに、図９に示すように、左側ハウジング11及び
右側ハウジング12をそれぞれ鼻孔に装着してもよい。
【００５４】
　この場合には特に、左側ハウジング11及び右側ハウジング12は、できるだけ密に鼻孔と
嵌り合うように使用者の鼻孔形状に合わせて形成することが望ましい。
【００５５】
　図６及び図９に示した本実施形態の鼻孔栓A1の装着状態では、左側鼻孔に挿入した左側
ハウジング11の先端、及び右側鼻孔に挿入した右側ハウジング12の先端を、それぞれ鼻孔
の前端縁とほぼ等しい位置としているが、左側ハウジング11の先端、及び右側鼻孔に挿入
した右側ハウジング12の先端を、鼻孔の前端縁から数ｍｍ程度奥に位置させながら左側ハ
ウジング11及び右側ハウジング12を装着することにより、鼻孔栓A1の使用者と対面した対
面者から鼻孔栓A1が見えない状態とすることができ、対面者に鼻孔栓A1の存在を気づかせ
にくくすることができる。
【００５６】
　次に、第２実施形態の鼻孔栓について説明する。図１０は第２実施形態の鼻孔栓A2の斜
め前方から見た斜視図、図１１は第２実施形態の鼻孔栓A2の断面図である。
【００５７】
　第２実施形態の鼻孔栓A2も、鼻孔に挿入される筒状のハウジング21と、このハウジング
21を支持体としてハウジング21内に設けた弁ユニット24を備えている。
【００５８】
　本実施形態では、ハウジング21は軟質のプラスチックで形成した筒体であって、鼻孔に
装着した際に鼻先側となる方の端部を鼻孔の奥側となる端部よりも太径として、鼻孔に嵌
め合わせやすい一般的形状としている。なお、ハウジング21は、構音障害を持つ使用者の
左側鼻孔または右側鼻孔からそれぞれ型取りを行って形成してもよい。
【００５９】
　弁ユニット24は、弾性的に反り返り変形可能な極めて薄いゴム製膜あるいはプラスチッ
ク製膜の弁体24aと、この弁体24aによって閉塞される通気用開口24cを設けた弁座24bとで
構成している。
【００６０】
　特に、本実施形態では、弁座24bは、通気用開口24cを設けた円形の板体24b-1と、この
板体24b-1の外周縁に設けた円筒状の筒状壁24b-2とで構成し、この筒状壁24b-2の一方の
端縁に板体24b-1を設けている。板体24b-1には、互いに平行なスリット状に通気用開口24
cを複数設けている。なお、通気用開口24cの形状はスリット状に限定するものではなく、
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例えば、図１２に示すように円形状とした通気用開口24c'を設けてもよく、適宜の形状と
してよい。
【００６１】
　弁体24aは、筒状壁24b-2の内側に面した板体24b-1の側面に装着して、通気用開口24cを
閉塞可能としている。
【００６２】
　また、筒状壁24b-2における板体24b-1と対向した端部には、破損した弁体24aの飛散を
防止する飛散防止壁25を装着しており、弁体24aが万が一にも破損した場合にこの飛散防
止壁25で弁体24aを受け止めている。本実施形態では、飛散防止壁25は、筒状壁24b-2に装
着可能とした円形の板体としており、複数のスリット状の通気用開口25cを設けて呼吸の
障害となることを防止している。
【００６３】
　このように構成した鼻孔栓A2を鼻孔に装着すると、呼吸における吸気の際には、図１１
に示すように弁体24aが反り返り変形することにより通気用開口24cが大きく開口した状態
となって吸気が可能となり、一方、呼気の際には、弁体24aが通気用開口24cを閉塞するこ
とにより、鼻孔からの呼気の漏洩を抑制できるので、構音障害の改善を図ることができる
。
【００６４】
　特に、本実施形態の鼻孔栓A2では、筒状としたハウジング21の鼻先側の内周面に弁座24
bの筒状壁24b-2と嵌り合う凹形状とした装着用凹部21bを設け、この装着用凹部21bに弁ユ
ニット24を着脱自在に装着可能としている。装着用凹部21bは、鼻先側に向けて拡開状に
形成して、弁ユニット24を嵌め入れやすくしている。
【００６５】
　弁ユニット24は、装着用凹部21bに嵌め込まれた際に、通常の呼吸によっては外れない
一方で、くしゃみなどのように鼻腔側に大量の空気が流入して鼻孔内の圧力が所定の圧力
以上に高まった場合に、この圧力によって図１３に示すように装着用凹部21bから離脱す
る程度に装着用凹部21bに嵌め込んでいる。
【００６６】
　弁ユニット24がハウジング21から離脱する圧力は、弁ユニット24と装着用凹部21bの嵌
り合いの強さによって調整しており、具体的には、弁ユニット24における筒状壁24b-2の
径寸法を対応する装着用凹部21bの径寸法よりも少しだけ大きくして嵌り合いの強さを調
整している。あるいは、弁ユニット24と装着用凹部21bの嵌り合いの強さの調整は、弁ユ
ニット24における筒状壁24b-2と装着用凹部21bとの接触面積の大きさによって調整するこ
ともでき、例えば、筒状壁24b-2の外周面の一部を削って装着用凹部21bと接触しない非接
触面を形成することにより調整することもできる。
【００６７】
　このように、本実施形態の鼻孔栓A2では、弁ユニット24をハウジング21に着脱自在とし
ていることによって、ハウジング21の外周形状は利用者の鼻孔の形状に合わせた適宜の形
状とするとともに、ハウジング21の内周形状は規格化した所定形状とすることにより弁ユ
ニット24を共通化させることができ、製造コストの低減を図ることができる。しかも、ハ
ウジング21の劣化及び弁ユニット24の劣化に応じて、ハウジング21のみ及び弁ユニット24
のみの交換が可能であり、維持コストの低減を図ることができる。
【００６８】
　さらに、くしゃみなどによって鼻孔内の圧力が急激に高まった際には、この圧力によっ
て弁ユニット24をハウジング21から離脱させることにより鼻孔内の圧力を緩和でき、ハウ
ジング21が鼻孔から抜け落ちることを防止できる。したがって、くしゃみの後の弁ユニッ
ト24の再装着を容易に行うことができる。
【００６９】
　なお、くしゃみなどによって鼻孔内の圧力が急激に高まった際に、弁ユニット24をハウ
ジング21から離脱させて圧力を緩和させるのではなく、弁ユニット自体に圧力を緩和させ
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るための通気手段を設けてもよい。
【００７０】
　具体的には、図１４及び図１５に示すように、弁ユニット30は、両端が開口した筒状の
フレーム31と、このフレーム31の一方の開口端部分に設けて開口端を閉塞する平板状の弁
座32と、フレーム31の内側に面した弁座32の側面に装着して弁座32に設けられた通気用開
口32cを閉塞する弁体33とで構成するとともに、弁座32における弁体33の配設面側にはフ
レーム31の内周面に当接させたガイドアーム34を突設して、弁座32をフレーム31の長手方
向に進退可能としているものである。
【００７１】
　特に、ガイドアーム34の先端には、フレーム31の内周面に設けた膨出状の突部36と係合
するフック35を設けて、このフック35が突部36と係合することにより弁座32がフレーム31
から脱落することを防止している。
【００７２】
　さらに、突部36には、ガイドアーム34が嵌り込むガイド溝37を設けており、ガイドアー
ム34はガイド溝37に規制されながらフレーム31の長手方向に進退可能としている。
【００７３】
　また、フレーム31の内周面には、図１５に示すように、弁座32を最も後退させた状態で
、ガイドアーム34のフック35と係合する係合片38を設けている。ガイドアーム34は、フッ
ク35を係合片38に係合させることにより、通常の呼吸における呼気の圧力で弁座32が前進
することを防止しており、くしゃみなどによって鼻孔内の圧力が所定値以上となった場合
に、その圧力によって弁座32が押されることによりフック35と係合片38との係合状態が解
除されて弁座32が進出し、図１６に示すように、弁座32とフレーム31との間に隙間Ｓを形
成して、この隙間Ｓから圧力を開放している。図１５及び図１６中、39はフレーム31に設
けた弁体33の飛散防止壁である。
【００７４】
　弁座32は、ガイドアーム34のフック35が突部36と係合することによりフレーム31から脱
落することはなく、弁座32とフレーム31との間に隙間Ｓが生じた場合には、弁座32をフレ
ーム31側に押し込んでガイドアーム34のフック35をフレーム31の係合片38に係合させるこ
とにより、構音障害の改善が可能な状態に復帰可能としている。
【００７５】
　したがって、弁ユニット30をハウジング21から離脱させることなく鼻孔内の圧力を緩和
できるので、ハウジング21から離脱した弁ユニット30が紛失することを防止でき、くしゃ
みをする際に慌てることなくくしゃみをすることができる。
【００７６】
　ハウジング21は、前述したように軟質のプラスチックで形成する場合に限定するもので
はなく、低反発弾性ウレタンフォームを用いることもできる。図１７は低反発弾性ウレタ
ンフォーム製のハウジング21'を用いた鼻孔栓A2'の断面図であり、低反発弾性ウレタンフ
ォームは、指先で押し潰すことにより小さくすることができ、押し潰しを止めると元の形
状にゆっくりと復元するので、鼻孔に密に接させることができ、軟質のプラスチックで形
成したハウジング21と比較して短尺とすることができる。
【００７７】
　なお、低反発弾性ウレタンフォーム製のハウジング21'を用いた鼻孔栓A2'では、ハウジ
ング21'自体が容易に変形するため、ハウジング21'で弁ユニット24を強固に保持するため
、弁ユニット24における筒状壁24b-2には、外周面に周方向に沿ってほぞ溝26を設け、ハ
ウジング21'の内周面にはほぞ溝26に嵌り合うほぞ27を設けて、このほぞ27とほぞ溝26と
の嵌り合いによって強固に装着している。
【００７８】
　低反発弾性ウレタンフォーム製のハウジング21'を用いた鼻孔栓A2'では、鼻孔への装着
前にハウジング21'部分を指で押し潰し、ハウジング21'が元の形状に復元される前に鼻孔
に挿入することにより、図１８に示すように鼻孔に装着可能としている。この鼻孔栓A2'
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では、ハウジング21'が適宜変形することにより個人ごとに異なる鼻孔形状に適合するの
で、鼻孔の型取りが不要であり、しかも、左右の区別がないので、鼻孔の大きさに合わせ
て外周径の寸法を異ならせた複数種類のハウジング21'をあらかじめ準備しているだけで
よいので、さらなる製造コストの低減を図ることができる。
【００７９】
　前述した実施形態では、弁ユニット24の弁体24aが弁座24bに設けた通気用開口24cをほ
ぼ完全に閉塞するように弁体24aを設けているが、弁体24aは必ずしも通気用開口24cをほ
ぼ完全に閉塞する必要はなく、例えば、図１９に示す弁ユニット44のように、弁座44bに
設けた複数の通気用開口44cの一部の通気用開口44cを弁体44aで閉塞するように弁体44aの
大きさあるいは形状を調整し、常に開口状態となった通気用開口44cを設けてもよい。
【００８０】
　このように、常に開口状態となった通気用開口44cを設けた場合には、開口状態となっ
た通気用開口44cから呼気の一部を漏洩させることができるので、鼻子音である「ｍ」や
「ｎ」の音質を改善することができる。
【００８１】
　なお、複数設けた通気用開口44cの中から弁体24aで閉塞される通気用開口44cと、弁体2
4aで閉塞されない通気用開口44cとに区分するのではなく、１つの通気用開口44cを弁体24
aで部分的に閉塞して、弁体24aで閉塞される領域と弁体24aで閉塞されない領域とに区分
してもよい。図１９中、46は低反発弾性ウレタンフォーム製のハウジング21'ほぞ27と嵌
り合うほぞ溝である。
【００８２】
　あるいは、図２０に示すように、図１１に示した鼻孔栓A2で、弁座24bに所定流量の空
気を流通させる通気路24eを設けて呼気の一部を漏洩可能としてもよいし、図２１に示す
ように、ハウジング21に所定流量の空気を流通させる通気路21eを設けて呼気の一部を漏
洩可能としてもよい。これらの場合でも、通気路21e,24eから呼気の一部を漏洩させるこ
とができるので、鼻子音である「ｍ」や「ｎ」の音質を改善することができる。
【００８３】
　前述した第２実施形態の鼻孔栓A2は、個々に左側鼻孔あるいは右側鼻孔に挿入してもよ
いし、図２２に示すように、左側鼻孔に挿入する第１の鼻孔栓A2のハウジング21と、右側
鼻孔に挿入する第２の鼻孔栓A2のハウジング21とを連結バー23で連結して一体化してもよ
い。
【００８４】
　特に、連結バー23は、第１の鼻孔栓A2におけるハウジング21の先端と、第２の鼻孔栓A2
におけるハウジング21の先端とを連結するだけでなく、第１の鼻孔栓A2を左側鼻孔に挿入
するとともに第２の鼻孔栓A2を右側鼻孔に挿入した際に、人中に接する位置に連結バー23
を設けることにより、第１実施形態の鼻孔栓A1と同様に連結バー23を目立たなくすること
ができる。
【００８５】
　しかも、連結バー23を取っ手として用いることにより、鼻孔栓A2の取り扱い性を向上さ
せることができ、特に、鼻孔栓A2を鼻孔から取り外す際に極めて容易に取り外すことがで
きる。
【００８６】
　さらに、連結バー23で左側鼻孔に挿入する第１の鼻孔栓A2のハウジング21と、右側鼻孔
に挿入する第２の鼻孔栓A2のハウジング21とを連結した場合には、第１の鼻孔栓A2の弁ユ
ニット24と、第２の鼻孔栓A2の弁ユニット24のうち、何れか一方の弁ユニット24を他方の
弁ユニット24よりもハウジング21から離脱させやすくすることにより、くしゃみなどによ
って弁ユニット24の離脱が生じる際には、一方の弁ユニット24のみが離脱することにより
、弁ユニット24の再装着を容易とすることができる。
【００８７】
　なお、一般的には、人は左側の鼻孔と右側の鼻孔とで空気の通りやすさが異なっている



(13) JP 4815613 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

場合が多く、連結バー23で連結した鼻孔栓A2を使用する使用者の状態に応じて、左右のど
ちらかを選択して弁ユニット24の離脱のしやすさを調整することが望ましい。弁ユニット
24の離脱のしやすさの調整は、ハウジング21の装着用凹部21bと弁ユニット24との接触面
積を調整することにより容易に行うことができる。
【００８８】
　次に、第３実施形態の鼻孔栓について説明する。図２３は第３実施形態の鼻孔栓A3の斜
め前方から見た斜視図である。
【００８９】
　第３実施形態の鼻孔栓A3も、弁ユニット54と、この弁ユニット54が装着される支持体51
とで構成しており、特に、支持体51は、図２４に示すように、鼻中隔Ｑに設けた貫通孔に
挿通させて一方の端部を左側鼻孔Ｌ内に配置するとともに他方の端部を右側鼻孔Ｒ内に配
置する棒状体としている。
【００９０】
　支持体51には、両端に第１フランジ51aと第２フランジ51bとをそれぞれ設け、この第１
フランジ51aと第２フランジ51bとにより支持体51が鼻中隔Ｑに設けた貫通孔からの抜け出
すことを防止している。なお、本実施形態では、第１フランジ51aは支持体51と一体化す
るとともに、第２フランジ51bは支持体51に螺着可能としている。そして、支持体51を鼻
中隔Ｑに装着する場合には、鼻中隔Ｑに設けられた貫通孔に支持体51を挿入した後、支持
体51の端部に第２フランジ51bを螺着している。
【００９１】
　弁ユニット54は、前述した第２実施形態の弁ユニット24と、この弁ユニット24が嵌め込
まれる円筒状の連結具55とで構成している。弁ユニット24は連結具55に着脱自在としてい
る。第２実施形態の弁ユニット24についての説明は重複するので省略する。
【００９２】
　連結具55は軟質のプラスチックで形成し、構音障害を持つ使用者の左側鼻孔Ｌ及び右側
鼻孔Ｒと内接する円筒状としており、連結具55の外周面には、支持体51の端部に設けられ
た嵌合孔51cに挿入するロッド56を設けている。
【００９３】
　弁ユニット54は、鼻中隔Ｑに装着された支持体51の嵌合孔51cにロッド56を挿入させな
がら左側鼻孔Ｌまたは右側鼻孔Ｒに挿入して、鼻孔栓A3としている。
【００９４】
　このように、鼻孔栓A3を鼻中隔Ｑに装着する支持体51と、この支持体に装着する弁ユニ
ット54とで構成することにより、比較的軽量な鼻孔栓A3とすることができる。
【００９５】
　なお、図２５及び図２６に示すように、弁ユニット54'は、支持体51の嵌合孔51cに挿入
するロッド56'を備えたリング状の弁座54b'と、この弁座54b'に設けた通気用開口54c'を
閉塞する弁体54a'とで構成することもできる。
【００９６】
　弁座54b'はプラスチック板などの弾性を有する平板体で構成し、リング状とした弁座54
b'の外周縁の所定位置にロッド56'を設けている。なお、弁座54b'は形状記憶合金の平板
で構成してもよく、形状記憶合金で弁座54b'を構成した場合には、弁ユニット54'を支持
体51から取り外す際に、弁座54b'を適宜に撓ませて取り外すことができ、容易に取り外す
ことができるとともに、取り出した後には弁座54b'を所定温度のお湯に浸けることにより
原形に容易に復元して再使用することができる。
【００９７】
　弁体54a'は、リング状とした弁座54b'と重なり合って通気用開口54c'を閉塞可能として
おり、特に、ロッド56'に配設した蝶番57に一端を連結して、この蝶番57によって弁体54a
'を回動可能としている。本実施形態では、弁体54a'は蝶番57によって回動させているの
で、弁体54a'は必ずしも可撓性を有している必要はなく、本実施形態では、弁座54b'と同
じプラスチック板で形成している。なお、弁体54a'は、弾性的に反り返り変形可能なゴム
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【００９８】
　このように構成した弁ユニット54'は、呼吸における吸気の際には、図２６に示すよう
に、弁体54a'が回動して通気用開口54c'を開口状態とすることにより吸気可能とするとと
もに、吸気の際には、弁体54a'が通気用開口54c'を閉塞して左側鼻孔Ｌ及び右側鼻孔Ｒか
らの呼気の漏洩を防止している。したがって、構音障害の改善を図ることができる。
【００９９】
　さらに、くしゃみなどによって鼻孔内の圧力が所定の圧力以上となった場合には、この
圧力によって図２７に示すように弁座54b'及び弁体54a'が弾性変形して鼻先側に撓むこと
により、弁座54b'と左側鼻孔Ｌまたは右側鼻孔Ｒとの間に隙間を形成することができ、こ
の隙間から速やかに圧力を開放できる。
【０１００】
　他の実施形態として、リング状の弁座54b'とするのではなく、例えば、図２８に示すよ
うに、アーム状の弁座54b"として弁体54a"を閉状態に支持するようにしてもよい。特に、
弁座54b"は二股に分岐したアーム状とすることにより弁体54a"を安定的に支持可能とする
とともに、くしゃみなどによって鼻孔内の圧力が所定の圧力以上となった際に弁座54b"を
撓ませやすくして、圧力を開放させやすくすることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０１】
　呼吸における吸気は通過させる一方で、呼気の通過は抑制する一方向弁として機能する
弁ユニットを備えた鼻孔栓としているので、機能性構音障害を有する患者の構音障害を、
身体的負担をできるだけ与えることなく改善できる。
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